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ＪＱ ＣＡＲＤの年会費は、会員特約第 5条をご確認ください。 
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ＪＱ ＣＡＲＤ会員特約 

第 1条（本特約） 

1．本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード（以下「ＪＱ ＣＡＲＤ」

といいます。）の会員に対し、九州旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ九州」

といいます。）が定める「ＪＲキューポ利用規約」（以下「ポイント規約」

といいます。）および三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコ

ス」といいます。）が定める「個人会員規約」（以下「会員規約」といい

ます。）の特約として定めるものであり、本特約とポイント規約また

は会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとし

ます。 

2．本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、

ポイント規約または会員規約の定義によるものとします。 

第 2条（ＪＱ ＣＡＲＤの名称と入会方法） 

1．ＪＱ ＣＡＲＤは、三菱ＵＦＪニコスとＪＲ九州との提携にもとづき、三菱

ＵＦＪニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。 

●ＪＱ ＣＡＲＤ  ＶＩＳＡ 

●ＪＱ ＣＡＲＤ  Ｍastercard 

●ＪＱ ＣＡＲＤ ＧＯＬＤ  ＶＩＳＡ 

2．入会申込者は、本特約、ポイント規約および会員規約（以下これらを

総称し「本規約等」といいます。）を承認のうえ、三菱ＵＦＪニコスおよ

びＪＲ九州（以下「両者」といいます。）に入会を申込むものとします。 

3．両者がＪＱ ＣＡＲＤの本人会員または家族会員として入会を承認し

た方を会員といい、会員は、三菱ＵＦＪニコスの会員資格（以下「三菱ＵＦ

Ｊニコス会員資格」といいます。）とＪＲ九州の会員資格（以下「ＪＲ九州

会員資格」といいます。）とを有するものとします。 

4．三菱ＵＦＪニコスは会員に、ＪＱ ＣＡＲＤを貸与いたします。 

第 3条（会員資格取消等） 

1．会員にＪＲ九州の提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行

為があった等ＪＲ九州会員資格を有するに不適当であると認められ

た場合、ＪＲ九州は、何らの通知、催告を要しないで当該会員のＪＲ九

州会員資格を取消すことができるものとします。これにより本人会

員がＪＲ九州会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然にＪＲ九

州会員資格を喪失するものとします。 

2．会員がＪＲ九州会員資格を喪失した場合、三菱ＵＦＪニコスは、当該会

員の三菱ＵＦＪニコス会員資格を取消すことができるものとします。 

3．会員が三菱ＵＦＪニコス会員資格を喪失した場合、ＪＲ九州会員資格

も当然に喪失するものとします。 



4．会員が三菱ＵＦＪニコス会員資格を喪失した場合、ＪＲ九州または三

菱ＵＦＪニコスの指示に従って、ただちにＪＱ ＣＡＲＤを三菱ＵＦＪニコ

スに返却し、またはＪＱ ＣＡＲＤに切り込みを入れて破棄するものと

します。 

第 4条（特典およびサービスの利用） 

1．会員は、三菱ＵＦＪニコスが提供する特典およびサービスを受ける場

合、三菱ＵＦＪニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。 

2．会員は、ＪＲ九州およびＪＲ九州のグループ会社が提供する特典およ

びサービスを受ける場合、ＪＲ九州所定の方法でその提供を受ける

ものとします。なお、ＪＲキューポサービスについてはポイント規約に

よるものとします。 

第 5条（年会費） 

ＪＱ ＣＡＲＤの年会費は、以下のとおりとします。 

（税込） 

 ＪＱ ＣＡＲＤ ＧＯＬＤ ＪＱ ＣＡＲＤ 

本人会員 8,800円 1,375円＊1 

家族会員 

1名様は無料。 

2名様以上の場合、2人目より 

1名様につき 440円＊2 

1名様につき 

440円＊1＊2 

＊1  ＪＱ ＣＡＲＤの場合、入会初年度の年会費は無料とします。また、

2年目以降の年会費については、本人会員・家族会員のいずれか

の方が、ショッピング利用代金の所定の集計期間中に、一度でもＪ

Ｑ ＣＡＲＤによりショッピング利用をした場合、本人会員・家族会

員ともに無料とします。 

＊2  家族会員の年会費は、本人会員の年会費請求月にあわせての請

求となります。 

なお、家族会員の年会費は、家族会員として入会後から本人会員

の年会費請求月までの間は生じないものとします。 

＜ＪＱ ＣＡＲＤの年会費無料条件＞ 

年会費 集計期間 

集計期間の参考例 

（2014年 10月 1日 

入会の場合） 

初年度 無料 － － 

2年目 
集計期間

中に一度

でも利用 

をした場 

合は無料 

入会日 

～ 

当年度年会費請求月＊3

の前月 15日迄 

2014年 10月 1日 

～ 

2015年 11月 15日 

（年会費請求月＊3は 

2015年 12月） 

3年目 

以降 

前年度年会費請求月の

前月 16日 

～ 

当年度年会費請求月の

前月 15日迄 

2015年 11月 16日 

～ 

2016年 11月 15日 

（年会費請求月は 

2016年 12月） 

入会日はカード送付時の台紙に記載しています。 

所定の集計期間内に三菱ＵＦＪニコスに到着した売上票または売上デー

タが対象となります。 



＊3  2013 年 10 月 15 日までに入会した会員の年会費請求月は、

入会日が 1日から 15日の場合は入会月の翌月、16日から末日

の場合は入会月の 2ヵ月後となります。 

また、2013年10月16日以降に入会した会員の年会費請求月

は、入会日が 1日から 15日の場合は入会月の 2ヵ月後、16日

から末日の場合は入会月の 3ヵ月後となります。 

第 6条（家族会員に関する取扱い） 

本規約等の定めにかかわらず、両者は当面の間、家族会員としてＪＱ 

ＣＡＲＤの発行は行わないものとします。なお、両者が家族会員としてＪＱ 

ＣＡＲＤの発行を行った場合は、本規約等が適用されるものとします。 
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ＪＱ ＣＡＲＤ「個人情報の取扱いに関する特約」 

第 1条（本特約の適用） 

本特約は、個人会員規約上の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の

特約として定めるものであり、本特約と「個人情報の取扱いに関する同

意条項」が抵触する場合は、本特約が優先し、適用されるものとします。

なお、本特約で使用する用語の定義は、本特約またはＪＱ ＣＡＲＤ会員

特約で特に定義する場合を除き「個人情報の取扱いに関する同意条項」

上の定義によるものとします。 

第 2条（個人情報の取得・保有・利用・提供） 

1．ＪＱ ＣＡＲＤの本人会員入会申込者、本人会員、家族会員入会申込者

および家族会員（以下「会員等」といいます。）は、三菱ＵＦＪニコス株

式会社（以下「三菱ＵＦＪニコス」といいます。）が取得した以下各号の

情報（以下「個人情報」といいます。）を保護措置を講じたうえで下記

の提携先（以下「提携先」といいます。）に提供し、提携先が下記の目

的のために利用することに同意するものとします。 

①入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、ま

たは三菱ＵＦＪニコスに届出いただいた氏名、性別、生年月日、住

所、電話番号、Ｅメールアドレス等、勤務先、家族構成、住居状況

等、運転免許証等の記号番号等、本人に関する情報（これらの情

報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。）。 

②入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠、与信判断結果（ただ

し、与信判断の理由は除きます。）等、本契約の内容に関する情

報。 

③本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払

状況、お電話等でのお問合せ等により三菱ＵＦＪニコスが知り得た

情報。 

提携先名称：九州旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ九州」といいます。） 

住 所：〒812-8566  

福岡県福岡市博多区博多駅前 3-25-21  

電 話 番 号：0570-097-888 

利 用 目 的：①ＪＲ九州Ｗeb会員サービスの提供ならびに案内。 

②ＪＲ九州の事業における市場調査、商品開発。 

③ＪＲ九州の事業における宣伝物・印刷物の送付等、営

業案内。 

④ＪＱ ＣＡＲＤの機能・付帯サービス提供。 



2．会員等は、提携先が前項において取得した個人情報を保護措置

を講じたうえで、提携先のグループ会社（以下「グループ会社」と

いいます。）および株式会社阪急阪神百貨店（以下「阪急阪神百

貨店」といいます。）に提供し、グループ会社または阪急阪神百

貨店が下記の目的のために利用することに同意するものとしま

す。なお、本項にもとづく個人情報の管理責任者は提携先となり

ます。グループ会社の企業名称、事業内容等はホームページ

（https://www.jrkyushu.co.jp/profile/works/group.jsp ）

をご確認ください。 

グループ会社での利用目的： 

①グループ会社の事業における市場調査、商品開発。 

②グループ会社の事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内。 

③ＪＱ ＣＡＲＤの機能・付帯サービス提供。 

阪急阪神百貨店での利用目的： 

①阪急阪神百貨店の事業における市場調査、商品開発。 

②阪急阪神百貨店の事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案

内。 

③ＪＱ ＣＡＲＤの機能・付帯サービス提供。 

3．会員等は、オートチャージサービスの利用契約を申込むために申込

書に記載した氏名、生年月日、性別、住所等の個人情報を提携先が

別途定める「ＳＵＧＯＣＡオートチャージサービス取扱規則」に従い提

携先が管理することに同意するものとします。 

第 3条（利用中止の申出） 

会員等が、前条 1．の利用目的①②③および前条 2．の利用目的①②に

定める市場調査、商品開発、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内につい

て、三菱ＵＦＪニコスまたは提携先に中止を申出た場合、三菱ＵＦＪニコス

および提携先は、利用中止の措置をとります。ただし、措置を講じるた

めに合理的に相当な期間が必要となる場合があります。中止の申出に

ついては、三菱ＵＦＪニコスもしくは提携先にご連絡ください。 

第 4条（個人情報の開示・訂正・削除） 

1．会員等は提携先に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるとこ

ろに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することがで

きます。提携先に開示を求める場合には、提携先にご連絡くださ

い。 

2．万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、提携

先は、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみや

かに訂正または削除に応じます。 

 

 

ＪＲキューポ利用規約（抜粋版） 

第 1条 本規約の目的  

本規約は、九州旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、次の各

号に定めるサービスの利用者（以下「利用者」といいます。）に対して提

供するポイント（以下「ＪＲキューポ」といいます。）の内容及び適用条件

などに関する基本的事項を定めたものです。 

（1）当社が、「ＪＲ九州Ｗeb会員規約」などに基づいて提供するサービス

の利用者 



（2）当社が、「ＪＲ九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに

基づいて提供するＪＲ九州インターネット列車予約サービスの利用

者 

（3）当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに

基づいて発行する「ＪＱ ＣＡＲＤ」の利用者 

（4）当社が、「ＩＣカード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するＩＣ

カード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ」の利用者 

（5）当社が、「ＪＲキューポアプリ会員規約」などに基づいて提供する

サービスの利用者 

(6)当社が、「ＪＲ九州エクスプレス予約サービス会員規約」または「ス

マートＥＸサービス会員規約」などに基づいて提供するサービス（以

下「ＥＸサービス」といいます。）の利用者 

（7）当社が定めるその他の利用者 

第 2条 適用範囲 

ＪＲキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによ

ります。 

2．利用者は、本規約ならびに第 1条の（1）から（6）の規約・規則などに

定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提

携する企業がＪＲキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規

則及び規定など（以下、「利用規約など」といいます。）に従うものと

します。 

第 3条 用語の定義 

本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 

（1）「ＪＲキューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントを

いいます。 

（2）「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定

める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。 

（3）「ポイントチャージ」とは、ＳＵＧＯＣＡ用の自動券売機で、ＪＲキュー

ポを使用して、ＳＵＧＯＣＡのＳＦ（ストアードフェアカードの機能によ

りＳＵＧＯＣＡに記録される金銭的価値をいいます。）にチャージす

ることをいいます。 

（4）「ポイントセンター」とは、利用者へのＪＲキューポの付与、管理を行

うシステムセンターをいいます。 

(5)「加盟店」とは、所定の手続きにより当社が認めた、ＪＲキューポアプ

リの会員証機能及びクーポン機能などを利用して提供するサービ

スを利用して商品など（役務またはサービスを含みます。）を販売す

る者をいいます。 

第 4条 ポイントの付与 

当社は、利用者に対して、次の各号に定めるＪＲキューポを付与します。 

（1）ＪＲ九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付

与 

（2）ＪＱ ＣＡＲＤによるカードショッピングのご利用金額などに応じた付

与 

（3）当社が指定するＪＲキューポ付与の対象となるＳＵＧＯＣＡのＳＦ利

用及び加盟店における電子マネー利用に応じた付与 

（4）ＪＲキューポアプリの利用金額などに応じた付与 

(5)当社が指定するＪＲキューポ付与の対象となるＥＸサービスの利用

金額などに応じた付与 



 

（6）利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況

などに基づいた付与 

（7）その他当社が別途定める方法により付与 

2．当社はＪＲキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、

ＪＲキューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでにＪＲ

キューポを付与している場合は、後日ＪＲキューポの減算処理を行う

場合があります。 

3．付与されたＪＲキューポの換金、または第三者への譲渡などはでき

ません。 

第 5条 ポイントの効力 

ＪＲキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効とな

り、その日をポイント付与日とします。なお、第4条第1項の各号に定め

るポイントごとに、付与日が異なる場合があります。 

2．ＪＲキューポは、原則として付与された日から2年後の月末まで有効

です。 

３．前項の定めによらず、JRキューポの有効期限は提供するサービスや

キャンペーン等によって異なることがあります。 

４．有効期限を過ぎた JRキューポは自動的に失効します。 

５．利用者が、本規約および第１条各号に記載される各サービスの規約

などに違反した場合、利用者に付与されている JR キューポは失効

します。 

第 6条 ポイントの照会・合算 

利用者は、ＪＲキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定

などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。 

2．ＪＲ九州Ｗeb会員に登録した利用者は、当社サイト、ＪＲ九州アプリ及

びＪＲキューポアプリから当社所定の手続きにより、利用者本人名義

のＪＱ ＣＡＲＤ及び記名式ＳＵＧＯＣＡを、各々最大 5 枚まで登録する

ことにより、第4条第1項の各号に基づいて付与するＪＲキューポの

合算、照会が行えます。 

3．利用者が、ＪＲ九州Ｗeb会員サービスを退会した場合には、インター

ネット列車予約サービス及びＪＲキューポアプリなどの利用に基づい

て付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のＪＱ 

ＣＡＲＤ及び記名式ＳＵＧＯＣＡの利用に基づいて付与されたＪＲ

キューポは各々のＪＱ ＣＡＲＤ及び記名式ＳＵＧＯＣＡごとに個別に

管理されるようになります。 

4．利用者が、本条第2項で定めるＪＲキューポの合算のための登録

を解除した場合には、利用者本人名義のＪＱ  ＣＡＲＤ及び記名式

ＳＵＧＯＣＡの利用に基づいて付与されたＪＲキューポは各々のＪＱ 

ＣＡＲＤまたは記名式ＳＵＧＯＣＡごとに個別に管理されるようにな

ります。 

5．利用者が、本条第2項で定めるＪＲキューポの合算のための登録

をした状態であっても、ＪＱ ＣＡＲＤまたは記名式ＳＵＧＯＣＡを解約

した場合には、各々のＪＱ ＣＡＲＤまたは記名式ＳＵＧＯＣＡの利用に

基づいて付与されたＪＲキューポは失効いたします。 

第 7条 ポイントの交換 

利用者は、付与されたＪＲキューポを当社指定の手続きにより、当社が

指定する商品・サービスと交換することができます。 



2．前項に定める手続きによって一旦交換したＪＲキューポは、その交換

を取消すことはできません。なお、交換により取得するＪＲキューポ

は、Ｗeb会員サービス、または交換時に用いた各々のＪＱ ＣＡＲＤま

たはＳＵＧＯＣＡへ個別に付与されます。 

3．交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はでき

ません。 

4．交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書

類などのお届け先は、原則として利用者が当社所定の手続きによっ

て指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所

をお届け先として指定することはできません。  

5．前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変

更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着と

なった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したも

のとみなします。 

6．ＪＲキューポを商品・サービスに交換した後に、ＪＲ九州インターネット

列車予約、ＪＱ ＣＡＲＤのカードショッピング、当社が指定するＪＲ

キューポ付与の対象となるＳＵＧＯＣＡのＳＦ利用及び加盟店におけ

る電子マネー利用など、ＪＲキューポ付与のもととなった取引の一部、

または全部を取消した場合、交換したＪＲキューポに相当する価額の

返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。 

第 8条 ポイントのＳＵＧＯＣＡチャージ 

利用者は、第6条第2項で規定するＪＲキューポの合算対象として予め

登録したＳＵＧＯＣＡのＳＦ、または利用者のうちＪＱ ＣＡＲＤ会員が当社

が別に定めるＳＵＧＯＣＡオートチャージ取扱規則第 4条に基づき、オー

トチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージＳＵＧＯＣＡ

のＳＦに、ＪＲキューポをポイントチャージすることができます。なおポイ

ントチャージの取扱はポイントチャージ機能付自動券売機に限ります。 

2.ポイントチャージ機能付自動券売機では、前項の規定によらず、利用

者が保有するＳＵＧＯＣＡへの現金チャージと同時に自動でポイント

チャージを行うことができます。 

3．ＪＲキューポをＳＦにポイントチャージする場合は、1ポイント 1円とし

て換算し、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、

2,000円、3,000円、5,000円、10,000円のいずれかの金額を

チャージすることができます。ただし、1 枚あたりのＳＦ残額は

20,000円を超えることはできません。 

4．一度ＳＵＧＯＣＡのＳＦにポイントチャージしたＪＲキューポは、再びＪＲ

キューポに戻すことはできません。 

5．ポイントチャージ後のＳＦの取扱いについては、当社のＩＣカード乗車

券取扱規則などに従うものとします。 

6．当社は、交換したＳＦの紛失、盗難などを理由とするＳＦの再提供及

び保証の義務を負いません。 

7．交換後のＳＦの取扱いについては、当社のＩＣカード乗車券取扱規則

及びＳＵＧＯＣＡ電子マネー取扱規則の定めによるものとします。 

第 9条 ポイントの利用 

利用者は第6条第2項で規定するＪＲキューポの合算対象として予め登

録したＪＲキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途

定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の

一部または全部を支払うことができます。 



第 10条 業務委託 

利用者は、当社が指定する委託先（以下「委託先」といいます。）に対して、

次の業務を委託することを予め承諾するものとします。 

（1）ＪＲキューポの加減算・利用に関する業務 

（2）ＪＲキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務 

（3）その他、当社が指定したＪＲキューポのサービスにかかる業務 

2．利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがある

ことを、予め承諾するものとします。 

3．利用者は、委託先が本条第 1 項の業務を行うために必要な範囲で、

利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾す

るものとします。 

第 11条 免責事項 

ＪＲ九州Ｗeb会員の会員ＩＤなどの漏洩・盗難、または保有するＪＱ ＣＡＲＤ

やＳＵＧＯＣＡのＳＦの盗難・紛失などにより、第三者がＪＲキューポを不

正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 

2．利用者が、オートチャージＳＵＧＯＣＡのＳＦの盗難・紛失などの際、ＩＣ

カード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の

手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停

止措置が完了するまでの間に、当該ＳＵＧＯＣＡのＳＦへのポイント

チャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負

いません。 

3．機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ず当社

が指定するＪＲキューポ付与の対象となるＳＵＧＯＣＡのＳＦ利用及び

加盟店における電子マネーが利用できないことによって、当該利用

に対するＪＲキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加

盟店は一切の責任を負いません。 

4．その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害に

ついては、当社は一切責任を負いません。 

第 12条 ポイントサービスの終了、中止、変更 

利用者は、当社が、利用者がすでに取得したＪＲキューポの価値に影響

を及ぼすか否かにかかわらず、ＪＲキューポのサービスを終了、中止また

は本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。 

2．当社は、ＪＲキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する

場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用

者へ通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日を

もって、ＪＲキューポのサービスの終了、中止、または規則の変更が

なされるものとします。 

第 13条 ポイントサービスの制限、停止、廃止 

当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常など

の不可抗力の発生により、本規約に定めるＪＲキューポのサービス提供

を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。 

2．当社が前項に基づき、ＪＲキューポのサービスについて一時的な制

限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益

が生じても、当社は一切の責任を負いません。 

第 14条 管轄裁判所 

利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもっ

て解決するものとします。  



2．利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易

裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

第 15条 規約の発効 

本規約は、日本標準時間 2024年 12月 20日から有効とします。 

 

ＪＱ ＣＡＲＤ利用者に関する附則 

定義 この附則は、ＪＱ ＣＡＲＤ会員に対するＪＲキューポの提供に関す

る事項を規定するものです。 

 

第 1条 ポイントサービスの変更 

ＪＱ ＣＡＲＤ会員は、本規約第 6 条に定める当社サイトからのＪＲキュー

ポの照会・合算のためには、別途ＪＲ九州Ｗeb会員に登録する必要があ

ります。 

第 2条 ＪＱ ＣＡＲＤの利用に対して付与されたポイントの効力 

以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。 

（1）ＪＱ ＣＡＲＤ会員が、ＪＱ ＣＡＲＤを退会した、または会員規約などで

定められた会員資格を喪失した場合 

（2）ＪＱ ＣＡＲＤ会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則など

に違反した場合 
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